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学校教育と宗教教育の問題点

工藤市兵衛

The problems on school education and yeligious one. 

Ichibei Kudo 

The Tokugawa shogunate in ]apan suppressed Christians， Aft巴rthe Meiji era. We 

will examine relegious education about how to have been managed in the Meiji ere and 

after the Second W orld War. 

日本には，徳川幕府の，キリシタン禁庄の歴史が

あり，それが明治以降の日本の学校教育のなかでの

宗教の取扱いに特異な影響を与えている。これら宗

教と学校教育の関係について論明する。
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学
校
教
育
と
宗
教
教
育
の
問
題
点

四
日
本
に
は
、
徳
川
幕
府
の
徹
底
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
禁
圧
の
歴
史
が
あ
り
、
そ
れ
が

r
 

地
明
治
以
降
の
日
本
の
学
校
教
育
の
な
か
で
の
宗
教
の
取
扱
い
に
特
異
な
性
格
を
与
え

て
い
る
。
明
治
維
新
以
後
に
飛
躍
的
に
展
開
さ
れ
た
学
校
教
育
の
近
代
化
は
、
直
接

日
的
に
は
維
新
政
府
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
欧
米
諸
国
を
モ
デ
ル
と
す
る
「
富
国
強
兵
」

心
「
文
明
開
化
L

政
策
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
つ
が
、
同
時
に
そ
れ
は
江
戸
時
代
後
半

V

か
ら
幕
末
期
に
か
け
て
形
成
さ
れ
て
き
た
学
校
の
近
代
化
を
基
盤
と
す
る
こ
と
に
よ

年
り
、
初
め
て
実
現
可
能
に
な
っ
た
と
云
え
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
的
条
件
が
整
っ
た

引
か
ら
こ
そ
明
治
以
降
一
貫
し
て
急
速
な
近
代
化
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

平

一
。
昭
和
二

0
年
敗
戦
前
の
学
校
教
育

A
 

崎
明
治
維
新
後
も
、
新
政
府
は
徳
川
幕
府
の
方
針
を
引
き
つ
ぎ
、
キ
リ
ス
ト
教
禁
止

知
の
政
策
を
採
っ
て
い
た
。
即
ち
明
治
元
年
四
月
七
日
新
政
府
の
、
新
し
い
禁
令
五

条
の
う
ち
に
切
支
丹
邪
宗
門
禁
止
の
一
情
を
加
え
た
。
し
か
し
外
交
上
の
配
慮
か
ら
、

時
明
治
六
(
一
八
七
二
一
〉
年
二
月
二
四
日
大
政
官
布
告
六
八
号
で
、
キ
リ
シ
タ
ン
御
禁

問
制
の
高
札
を
除
去
し
①
、
キ
リ
ス
教
を
黙
認
、
即
ち
開
港
依
頼
渡
来
し
た
プ
ロ
テ
ス

学
タ
ン
卜
宗
教
師
と
そ
の
夫
人
た
ち
六
0
人
を
認
め
た
。

業
同
年
三
月
一
八
日
、
「
海
外
留
学
生
規
則
」
と
寸
神
官
僧
侶
学
校
ノ
事
」
の
学
制
二

虻
編
を
学
制
に
追
加
す
る
文
部
省
布
達
三

0
号
が
発
せ
ら
れ
た
②
。
し
か
し
「
神
官
僧

愛
侶
学
校
ノ
事
し
は
布
達
後
わ
ず
か
六
ヵ
月
後
の
九
月
一
五
目
、
布
達
二
一
二
号
で
前

条
項
が
削
除
さ
れ
た
。
そ
の
聞
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
神
官
僧
侶
学
校
の
規
定
を
設

け
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
教
師
の
学
校
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
規
定
が
な
い
と
な
る
と
、
対

外
的
に
問
題
と
な
る
恐
れ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
政
府
は
、
し
ぶ
し
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ぶ
と
キ
リ
ス
ト
教
を
公
認
し
た
の
だ
か
ら
、
さ
っ
き
の
大
政
官
布
告
に
も
暖
昧
な
文

句
を
用
い
て
い
る
し
、
学
制
の
中
に
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
と
は
規
定
し
た
く
は
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
思
い
切
っ
て
学
制
か
ら
神
官
僧
侶
学
校
に
関
す
る
規
定
を
全
部
削
除
し

て
、
い
っ
さ
い
の
面
倒
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
念
頭
に
お
い
た
、
学
校
と
宗
教
の
分
離
の
方
針
と
い
え
よ
う
。

明
治
二
二
年
(
一
八
八
九
年
)
二
月
一
一
日
に
大
日
本
帝
国
憲
法
が
制
定
発
布
さ

れ
、
そ
の
二
八
条
に
「
信
教
の
自
由
L

が
規
定
さ
れ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
憲
法

に
よ
っ
て
信
教
の
自
由
が
保
証
さ
れ
た
と
し
て
、
お
お
い
に
喜
ん
だ
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
の
翌
年
一

0
月三一

0
日
寸
教
育
ニ
関
ス
ル
勅
一
語
」
の
発
布
一
一
月
二
五
日
第

一
通
常
議
会
召
集
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
の
下
で
は
、
そ
の
信
教
の
自
由
も
名
目
的
な

も
の
で
し
か
な
か
っ
た
③
。
す
な
わ
ち
第
一
高
等
学
校
嘱
託
教
師
内
村
鑑
三
が
、
同

校
の
勅
語
奉
載
式
で
教
育
勅
語
お
よ
び
天
皇
の
写
真
に
敬
礼
し
な
か
っ
た
こ
と
が
問

題
と
な
り
、
「
さ
き
に
教
育
に
関
す
る
勅
語
の
出
づ
る
や
こ
れ
に
抗
せ
し
も
の
は
、
仏

者
に
あ
ら
ず
、
儒
者
に
あ
ら
ず
又
神
道
者
に
あ
ら
ず
、
唯
々
耶
蘇
教
徒
の
み
之
に
抗

せ
り
:
じ
と
非
難
さ
れ
た
。
そ
の
他
に
も
各
地
で
キ
リ
ス
ト
教
排
斥
の
問
題
が
起
こ
っ
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た。
一
方
、
条
約
改
正
が
迫
り
、
外
国
人
の
「
内
地
雑
居
L

に
つ
れ
て
、
外
国
人
の
経

営
す
る
学
校
も
多
く
な
ろ
う
と
の
見
込
か
ら
、
そ
の
国
民
精
神
に
及
ぼ
す
影
響
を
警

戒
し
て
、
こ
れ
を
十
分
に
監
督
す
る
た
め
、
明
治
三
二
年
八
月
三
目
、
私
立
学
校
教

員
は
原
則
と
し
て
、
国
語
に
通
ず
る
こ
と
と
し
、
外
国
人
経
営
の
学
校
に
対
し
、
監

督
を
強
化
し
た
、
こ
れ
ら
が
原
因
で
私
立
学
校
令
(
勅
令
)
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
④
。
私
立
学
校
令
は
私
立
学
校
一
般
に
対
す
る
監
督
法
令
で
あ
り
、
外
国
人

経
営
の
学
校
に
だ
け
対
処
す
る
の
で
は
な
く
、
一
般
に
私
立
学
校
に
対
す
る
監
督
規
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定
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
上
述
の
条
約
改
正
に
伴
う
事
情
が
、
そ
の
制
定
の
重
大
な

原
因
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

文
部
省
は
、
私
立
学
校
令
の
原
案
一
七
条
に
、
文
部
大
臣
は
本
令
施
行
の
た
め
必

要
な
る
命
令
を
発
す
る
こ
と
を
得
と
し
、
後
の
文
部
省
訓
令
一
二
号
と
同
趣
旨
の
規

定
を
設
け
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
法
典
調
査
会
で
削
除
す
べ
き
だ
と
さ
れ
て
、
内

閣
で
も
種
々
の
議
論
が
あ
っ
た
が
、
結
局
私
立
学
校
令
の
中
に
規
定
す
る
こ
と
は
見

合
あ
わ
せ
、
文
部
大
臣
の
訓
令
と
し
て
同
一
内
容
の
こ
と
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
し
て
私
立
学
校
令
公
布
と
同
日
の
明
治
三
二
年
八
月
三
日
、
北
海
道
、
府
県

お
よ
び
文
部
直
轄
学
校
に
対
し
、
文
部
省
訓
令
第
二
一
号
が
発
せ
ら
れ
た
⑤
。

そ
れ
は
「
一
般
ノ
教
育
ヲ
シ
テ
宗
教
ノ
外
一
一
特
立
セ
シ
ム
ル
ハ
学
政
上
最
必
要
ト

ス
依
テ
官
立
公
立
学
校
及
学
科
課
程
ニ
法
令
ノ
規
定
ア
ル
学
校
一
一
於
テ
ハ
課
程
外
タ

リ
ト
モ
宗
教
上
ノ
教
育
ヲ
施
シ
又
ハ
宗
教
上
ノ
儀
式
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
許
サ
サ
ル
ベ

シ
」
と
あ
っ
た
。
こ
の
訓
令
に
よ
っ
て
、
官
立
学
校
に
つ
い
て
は
す
べ
て
、
小
学
校
、

中
学
校
、
高
等
女
学
校
の
よ
う
な
学
科
課
程
に
つ
い
て
法
令
の
規
定
の
あ
る
学
校
は

私
立
学
校
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
宗
教
教
育
、
宗
教
儀
式
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ

た
(
明
治
三
二
年
八
月
三
日
文
部
省
訓
令
第
一
二
号
)
。

明
治
の
初
め
以
来
私
立
の
小
学
校
は
認
め
ら
れ
て
い
た
し
、
代
用
小
学
校
と
な
る

道
も
聞
か
れ
て
い
た
。
即
ち
そ
の
第
三
五
条
は
府
県
知
事
は
・
:
:
其
私
立
小
学
校
を

以
っ
て
、
之
に
代
用
せ
し
む
る
こ
と
を
得
。
私
立
小
学
校
代
用
に
関
す
る
規
則
は
文

部
省
大
臣
之
を
定
む
と
し
て
い
た
(
明
治
二
三
年
小
学
校
令
一
二
五
条
、
の
ち
明
治
四

0
年
勅
令
五
二
号
で
廃
止
)
の
で
あ
る
が
、
こ
の
訓
令
二
一
号
に
よ
っ
て
、
宗
教
系

の
小
学
校
開
校
の
道
は
鎖
さ
れ
る
か
、
著
し
く
狭
め
ら
れ
た
⑥
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
教

主
義
の
中
学
校
や
高
等
女
学
校
も
、
徴
兵
猶
予
や
上
級
学
校
へ
の
入
学
資
格
を
放
棄

し
各
種
学
校
に
甘
ん
じ
て
あ
く
ま
で
宗
教
教
育
に
生
き
る
か
、
宗
教
教
育
を
そ
れ
ら

の
特
典
と
引
き
換
え
に
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
俗
の
普
通
の
学
校
と
し
て
存
続

す
る
か
の
岐
路
に
立
っ
た
。
前
者
の
途
を
と
っ
た
学
校
で
は
、
一
次
入
学
志
願
者
は

激
減
し
、
退
学
者
は
続
出
し
、
学
校
の
存
続
さ
え
危
ぶ
ま
れ
る
時
期
も
あ
っ
た
と
い

学校教育と宗教教育の問題点

う

そ
の
後
文
部
省
も
宗
教
的
情
操
の
必
要
な
こ
と
を
認
識
し
、
昭
和
一
二
(
一
九
二
八
)

年
文
部
省
で
招
集
し
た
府
県
学
務
部
長
会
議
及
び
視
学
官
会
議
に
お
い
て
寸
有
徳
ノ

宗
教
家
ヲ
招
キ
学
校
ノ
課
程
外
一
一
依
テ
教
育
上
有
益
ナ
ル
宗
教
上
ノ
講
話
ヲ
ナ
シ
生

徒
児
童
ノ
人
格
適
教
育
一
一
資
ス
ル
ハ
差
支
ナ
シ
L

と
指
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
昭
和

八
年
一
一
月
一
一
日
付
け
文
部
省
宗
教
局
お
よ
び
普
通
学
務
局
の
三
府
県
宛
通
牒
で

は
。
明
治
三
二
年
文
部
省
訓
令
一
二
号
に
つ
い
て
、
教
派
宗
派
教
会
等
の
教
義
を
教

え
、
そ
の
儀
式
を
教
え
、
そ
の
儀
式
を
行
う
も
の
で
な
い
限
り
、
訓
令
の
解
釈
は
な

る
べ
く
厳
格
に
し
な
い
よ
う
指
示
し
、
校
地
校
舎
等
を
宗
教
上
に
関
す
る
会
合
に
使

用
し
て
も
差
し
支
え
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
昭
和
一

0
年
一
一
月
二
八
日
発

普
一
六
0
号
「
学
校
一
一
於
ケ
ル
宗
教
的
情
操
ノ
酒
養
一
一
関
ス
ル
件
」
と
い
う
文
部
省

次
官
通
牒
で
も
、
明
治
三
二
年
文
部
省
訓
令
の
禁
止
す
る
の
は
、
特
定
の
教
派
宗
派

教
会
等
の
教
義
を
教
え
、
儀
式
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
宗
教
的
情
操
を
酒
養
し
、

人
格
の
陶
治
に
資
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
と
し
た
⑦
。

こ
の
よ
う
に
宗
教
的
情
操
の
重
視
と
と
も
に
、
明
治
コ
三
年
文
部
省
訓
令
二
一
号

の
解
釈
は
緩
和
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
特
定
の
教
派
宗
派
教
会
等
の
教
義
お
よ
び
犠

式
の
挙
行
は
一
貫
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
一
方
で
は
神
社
神
道
は

宗
教
で
は
な
い
、
と
い
う
主
張
と
表
一
裏
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
昭
和
一

四
年
法
律
七
七
号
「
宗
教
団
体
法
し
で
法
的
に
確
認
さ
れ
た
。
同
法
一
条
で
、
「
宗
教

団
体
し
を
神
道
教
派
、
仏
教
教
派
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
他
の
宗
教
の
教
団
と
定

義
し
て
、
神
社
を
宗
教
団
体
か
ら
は
ず
し
た
⑧
。

こ
う
し
た
雰
囲
気
の
中
で
、
上
智
大
学
、
暁
星
中
学
の
学
生
、
生
徒
の
靖
国
神
社

参
拝
拒
否
に
端
を
発
し
た
陸
軍
の
配
属
将
校
引
き
揚
げ
問
題
が
起
こ
っ
た
。
ま
た
昭

和
一
二
年
よ
り
始
ま
る
教
育
審
議
会
で
は
、
外
国
人
の
経
営
に
な
る
、
ま
た
は
外
国

人
資
本
の
援
助
を
受
け
る
財
団
の
経
営
に
か
か
る
私
立
小
学
校
が
国
民
教
育
で
あ

る
、
と
い
う
観
点
か
ら
問
題
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
昭
和
三
ハ
年
勅
令
一

四
八
号
で
制
定
さ
れ
た
国
民
学
校
令
で
は
、
小
学
校
を
国
民
学
校
と
あ
ら
た
め
、
保
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護
者
に
学
齢
児
童
の
国
民
学
校
へ
の
就
学
義
務
を
課
し
、
私
立
の
国
民
学
校
も
し
く

は
国
民
学
校
に
類
す
る
各
種
学
校
は

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
⑨
。

つdm

所
で
明
治
期
の
宗
教
行
政
は
、
明
治
元
年
政
教
一
致
の
観
点
か
ら
、
太
政
官
と

加
並
ぶ
神
砥
官
が
政
権
の
中
心
に
据
え
ら
れ
、
神
道
の
優
位
性
と
独
自
性
を
明
ら
か
に

ー
す
る
た
め
に
、
神
仏
の
分
離
が
強
行
さ
れ
た
。
又
政
府
は
神
社
と
宗
教
と
の
分
離
を

4

更
に
明
確
化
す
る
必
要
か
ら
、
大
正
二
年
六
月
内
務
省
の
宗
教
局
を
廃
止
し
、
宗

凶
教
行
政
一
般
が
文
部
省
に
移
管
さ
れ
た
。
明
治
三
二
年
最
初
の
宗
教
法
案
が
議
会

円
VV

に
提
出
さ
れ
た
が
、
仏
教
側
の
反
対
で
成
立
し
な
か
っ
た
。
文
部
省
は
大
正
一
五
年

一
宗
教
制
度
調
査
会
を
設
置
し
て
、
戦
時
体
制
下
の
昭
和
一
四
年
四
月
八
日

シ
く
宗
教
団
体
法
が
公
布
を
見
た
⑮
。

成平

ょ
う
や

二
。
昭
和
二

0
年
敗
戦
以
後
の
宗
教
教
育

第28号A，

昭
和
二

0
年
八
月
一
四
日
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
、
同
九
月
二
日
降
伏
文
書
に
調

印
、
か
く
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
に
敗
れ
た
わ
が
国
で
は
、
連
合
国
軍
最
高
司
令
官

の
「
政
治
信
教
並
に
民
権
の
自
由
に
対
す
る
制
限
の
撤
廃
」
に
関
す
る
覚
書
、
い
わ

ゆ
る
マ
ッ
カ
l
サ
l
の
「
自
由
の
指
令
」
に
よ
っ
て
東
久
宮
遁
内
閣
が
瓦
解
し
た
後

の
幣
原
内
閣
は
、
同
年
一

0
月
一
二
目
、
「
学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
の
取
扱
改
正
要

綱
L

を
閣
議
決
定
し
た
。
文
部
省
は
こ
れ
を
受
け
て
同
月
一
五
日
、
文
部
省
訓
令

第
八
号
(
昭
和
二

0
年
一

0
月
一
五
日
)
で
、
「
私
立
学
校
一
一
於
テ
ハ
自
今
明
治
コ
三

年
文
部
省
訓
令
第
二
一
号
ニ
拘
ラ
ス
法
令
一
一
定
メ
タ
ル
課
程
ノ
外
一
一
於
テ
左
記
条
項

一
一
依
リ
宗
教
上
ノ
教
育
ヲ
施
シ
又
ハ
宗
教
上
ノ
儀
式
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
し
と
し
、
そ

の
記
で
は
、
「
一
、
生
徒
ノ
信
教
ノ
自
由
ヲ
妨
害
セ
サ
ル
方
法
一
一
依
ル
へ
シ
。
二
、
特

定
ノ
宗
派
、
教
派
等
ノ
教
育
ヲ
施
シ
又
ハ
犠
式
ヲ
行
フ
旨
学
則
一
一
明
示
ス
ヘ
シ
。
一
二
、

右
実
施
ノ
為
生
徒
ノ
心
身
ニ
著
シ
キ
負
担
ヲ
課
セ
サ
ル
様
留
意
ス
ヘ
シ
L

と
し
た
。

そ
し
て
同
日
発
国
第
二
一

0
号
「
学
校
一
一
於
ケ
ル
宗
教
教
育
ノ
取
扱
方
法
改
正
二
関
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ス
ル
件
L

と
い
う
文
部
大
臣
の
依
命
通
牒
が
国
民
教
育
局
長
か
ら
各
地
方
長
官
に
発

せ
ら
れ
た
。
な
お
同
年
一
二
月
一
五
目
、
学
校
教
育
局
長
よ
り
各
地
方
長
官
に
あ
て

て
、
発
学
九
四
号
寸
学
校
一
一
於
ケ
ル
宗
教
教
育
ノ
取
扱
一
一
関
ス
ル
件
」
が
発
せ
ら
れ
、

詳
細
に
そ
の
実
施
の
細
目
が
指
示
さ
れ
た
。

こ
れ
よ
り
さ
き
、
同
年
一

0
月
二
四
日
、
寸
信
教
自
由
ノ
件
」
と
い
う
指
令
覚
書
が

連
合
軍
最
高
指
令
部
よ
り
日
本
政
府
に
伝
達
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
前
述
の
と
お
り
、

キ
リ
ス
ト
教
主
義
教
育
の
解
体
、
施
設
、
教
職
員
に
対
す
る
弾
圧
の
事
実
を
指
摘
し

て
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
の
全
国
的
な
調
査
報
告
書
を
連
合
軍
指
令
部
に
提
出
す

る
よ
う
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

連
合
軍
総
指
令
部
は
同
年
二
一
月
一
五
目
、
「
国
家
神
道
、
神
社
神
道
に
対
す
る
政

府
の
保
障
、
支
援
、
保
全
、
監
督
並
一
一
公
布
ノ
廃
止
一
一
関
ス
ル
件
」
と
い
う
民
間
情

報
部
の
覚
書
、
い
わ
ゆ
る
神
道
指
令
を
日
本
政
府
に
発
し
た
(
昭
和
二

0
年
一
一
一
月

一
五
日
連
合
国
軍
最
高
指
令
部
総
司
令
部
参
謀
副
官
発
第
三
号
(
民
間
情
報
教
育

部
)
終
戦
連
絡
中
央
事
務
局
経
由
日
本
政
府
に
対
す
る
党
書
)
。
そ
の
内
容
は
、
要
す

る
に
総
指
令
部
の
一
般
的
な
宗
教
政
策
と
神
道
政
策
の
二
つ
が
結
び
つ
い
て
お
り
、

①
信
教
の
自
由
の
保
障
、
②
政
教
分
離
、
③
神
道
の
国
家
神
道
と
し
て
の
廃
止
、
④

国
家
神
道
を
離
れ
た
神
道
の
存
在
の
容
認
と
い
う
こ
と
で
あ
る
⑪
。

404 -

二
。
宗
教
教
育
と
教
育
課
程

昭
和
二
一
年
三
月
一
一
一
一
日
の
第
一
次
米
国
教
育
使
節
団
報
告
書
も
、
国
公
立
学
校

で
の
宗
教
教
育
を
廃
止
す
べ
き
だ
と
し
、
同
年
五
月
一
五
日
文
部
省
の
発
表
し
た
「
新

教
育
方
針
」
も
政
教
分
離
を
説
き
、
神
官
皇
学
館
の
よ
う
な
神
道
の
公
の
教
育
機
関

の
は
い
し
、
公
の
教
育
機
関
で
の
神
道
教
義
の
禁
止
を
打
ち
出
し
て
い
る
ゆ
。

同
年
一
一
月
三
目
、
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
翌
年
五
月
三
日
施
行
(
そ
の
二

0
条
で
信
教
の
自
由
と
国
教
分
離
の
原
則
が
明
示
さ
れ
、
次
い
で
昭
和
二
二
年
三
月

三
一
日
法
律
二
二
号
で
教
育
基
本
法
、
学
校
教
育
法
が
公
布
、
施
行
さ
れ
た
が
、
そ

の
九
条
で
「
①
宗
教
に
関
す
る
寛
容
の
態
度
及
び
宗
教
の
社
会
生
活
に
お
け
る
地
位
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は
、
教
育
上
こ
れ
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
設

置
す
る
学
校
は
、
特
定
の
宗
教
の
た
め
の
宗
教
教
育
そ
の
他
宗
教
活
動
を
し
て
は
な

ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
第
二
項
の
反
対
解
釈
と
し
て
、
私
立
学
校
で
は
特

定
の
宗
教
の
た
め
の
宗
教
教
育
を
施
し
、
そ
の
他
宗
教
活
動
が
で
き
る
と
解
さ
れ
て

い
る
。
特
定
の
宗
教
と
は
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
と
い
う
よ
う
な
個
々
の
宗
教
の

み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
宗
教
内
の
各
宗
派
、
教
派
、
教
団
等
す
べ
て
を
含
み
、
そ
の

宗
教
教
育
と
は
、
「
特
定
の
宗
教
の
教
義
を
教
え
、
ま
た
は
儀
式
を
行
い
、
特
定
の
宗

教
的
信
仰
に
ま
で
導
く
教
育
L

と
解
さ
れ
て
い
る
。

点
同
年
制
定
さ
れ
た
学
校
教
育
法
施
行
規
則
で
も
、
学
習
指
導
要
領
で
も
、
宗
教
に

哨
触
れ
た
も
の
は
な
く
、
教
育
課
程
に
関
す
る
通
達
で
も
同
様
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
二

栴
四
年
六
月
二
五
日
発
初
三
三
号
、
初
等
中
等
教
育
局
長
通
達
「
高
等
学
校
教
育
課
程

教
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」
で
、
「
そ
の
他
必
要
な
科
目
L

の
中
に
、
私
立
学
校
で
宗
教

bm 
れ
の
科
目
を
設
け
て
卒
業
に
必
要
な
単
位
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
以

蹴
後
の
改
正
で
も
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

学
昭
和
三
三
年
改
正
さ
れ
た
学
校
教
育
法
施
行
規
則
二
四
条
二
項
で
、
寸
前
私
立
の
小
学

校
の
教
育
課
程
を
編
成
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
を
加

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
宗
教
を
も
っ
て
前
項
の
道
徳
に
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
規
定
は
、
同
規
則
五
五
条
で
中
学

校
に
準
用
さ
れ
て
い
る
。
同
日
付
文
初
財
四
四
九
号
に
よ
る
同
省
令
の
施
行
通
達
は
、

宗
教
を
も
っ
て
道
徳
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
私
立
学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
は
、
「
課
程
外
L

で
は
な
く
、

教
育
課
程
内
に
正
規
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ー
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
わ
が
国
の
私
立
学
校
の
宗
教
教
育
は
、
「
宗
教
的
情
操
L

の
程
度
で
、
前
述
の
寸
特
定
の
信
仰
ま
で
導
く
教
育
」
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
の
が

現
状
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
九
四
四
年
教
育
法
の
よ
う
に
他
の
宗

教
教
育
を
希
望
す
る
者
へ
の
配
意
は
な
い
、
し
か
し
学
則
中
に
宗
教
教
育
を
行
う
旨

規
定
す
る
だ
け
で
済
ま
さ
れ
る
問
題
で
あ
ろ
う
か
。
憲
法
二

0
条
二
項
は
、
宗
教
教

育
を
受
け
る
か
受
け
な
い
か
の
自
由
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
と
の
関
係
は

ど
う
だ
ろ
う
か
。
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
⑪
。

次
に
宗
教
と
教
育
関
係
の
判
例
を
取
り
上
げ
こ
の
問
題
に
対
す
る
究
明
の
一
部
に

し
た
い
。宗

教
的
理
由
に
よ
る
参
観
授
業
の
欠
席
の
自
由
一
日
曜
日
訴
訟

東
京
地
裁
昭
和
六
一
年
三
月
二

0
日
判
決

(
昭
和
五
七
年
(
行
ウ
)
第
一
五
一
号
日
曜
日
授
業
欠
席
処
分
取
消
等
請
求
事
件
)

(
判
例
時
報
一
一
八
五
号
六
九
頁
〉

F
h
d
 

nυ 4
4
 

〈
事
実
の
概
要
〉

東
京
都
立
A
小
学
校
は
、
昭
和
五
七
年
六
月
一
一
一
一
日
(
日
曜
日
〉
の
午
前
中
、
日

曜
参
観
授
業
(
以
下
「
本
件
授
業
L

と
い
う
〉
を
実
施
し
た
が
、

A
校
に
在
席
す
る

姉
妹
X
1
、
X
2
は
、
日
本
基
督
教
団
所
属
の
教
会
の
牧
師
で
あ
る
父
X
3
と
同
教

会
教
師
で
あ
る
母
X
4
の
指
導
に
従
っ
て
本
件
授
業
当
日
は
教
会
日
曜
学
校
に
出
席

し
た
た
め
、

A
小
学
校
長
Y
I
は、

x
l、
X
2
を
「
欠
席
L

と
指
導
記
録
に
記
載

し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
原
告
家
族
X
1
:
:
:
X
4
は
、
校
長
Y
1
、
区
Y
2
、
都
Y

3
を
栢
手
ど
り
、
指
導
要
録
へ
の
欠
席
記
載
が
違
法
な
行
政
処
分
に
あ
た
る
と
し
て

そ
の
記
載
取
消
を
要
求
す
る
と
と
も
に
、
代
替
授
業
を
受
け
る
権
利
を
奪
わ
れ
た
と

し
て
精
神
的
苦
痛
の
損
害
賠
償
を
請
求
し
て
出
訴
し
た
。

X
3
、
X
4
は
そ
の
子
ど
も
達
が
、
自
ら
主
催
す
る
日
曜
学
校
に
出
席
す
る
こ
と

を
宗
教
上
の
重
要
事
と
し
て
、
従
来
か
ら
A
校
に
対
し
、
日
曜
日
の
学
校
行
事
は
、

原
告
ら
の
宗
教
教
育
の
自
由
と
の
関
係
で
問
題
の
あ
る
旨
を
申
し
入
れ
、
教
会
学
校



を
優
先
さ
せ
る
親
の
意
志
へ
の
理
解
を
求
め
て
い
た
。
し
か
し
、

Y
ー
は
こ
れ
に
何

ら
の
応
答
を
せ
ず
本
件
授
業
を
実
施
し
、

x
l、
X
2
は
向
日
を
欠
席
と
し
た
通
知

表
を
受
領
し
た
。

原
告
ら
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
日
曜
礼
拝
は
二
千
年
の
伝
統
を
も
ち
、
そ
の

遵
守
は
信
者
の
「
本
質
的
要
求
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
①
子
ど
も
達
に
本

件
の
授
業
の
出
席
を
強
制
し
義
務
づ
け
た
こ
と
は
、
宗
教
教
育
の
自
由
を
侵
害
し
、

代
替
授
業
を
受
け
ら
れ
な
い
不
利
益
を
受
け
、
も
っ
て
、
宗
教
教
育
を
受
け
る
自
由

と
教
育
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
。
ま
っ
て
、
欠
席
記
載
を
し
た
行
為
は
、
憲

法
二

0
条
一
項
、
二
六
条
、
教
基
法
三
条
に
違
反
す
る
、
②
教
基
法
九
条
の
公
教
育

の
宗
教
的
中
立
性
原
則
は
、
「
宗
教
に
教
育
的
価
値
を
認
め
、
『
人
格
の
完
成
を
め
ざ

す
教
育
』
(
同
法
一
条
)
に
お
い
て
尊
重
す
べ
き
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
」
か
ら
、
公

Mar.1993 Vo1.28-A， 平成 5年，第28号A，

教
育
は
宗
教
教
育
に
対
し
て
「
教
育
上
の
特
別
配
慮
義
務
」
が
要
請
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
本
件
で
は
、
「
欠
席
権
」
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
③
原
告
ら
の
家
庭
教
育
、

社
会
教
育
を
行
お
う
と
す
る
権
利
を
侵
害
し
た
こ
と
は
教
基
法
七
条
違
反
で
あ
る
、

と
主
張
し
た
。
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〈
判
旨
〉

判
決
は
次
の
よ
う
な
理
由
で
原
告
の
主
張
を
し
り
ぞ
け
、
請
求
を
棄
却
し
た
。

(
一
)
本
件
欠
席
記
載
の
処
分
性
に
つ
い
て
。

指
導
要
録
の
目
的
と
機
能
は
「
も
つ
ば
ら
そ
の
後
に
児
童
を
担
任
す
る
教
師

ら
の
た
め
に
そ
の
児
童
の
出
欠
状
況
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
も
の
」

で
あ
る
の
で
、
寸
本
件
欠
席
記
載
は
単
な
る
事
実
行
為
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
こ
れ
に

よ
り
原
告
児
童
ら
の
権
利
義
務
に
直
接
法
律
上
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
も

の
」
と
し
て
、
処
分
性
を
否
定
し
、
そ
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
の
適
法
性
を
否
認

し
た
。
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(
二
)
本
件
欠
席
記
載
の
違
法
性
に
つ
い
て
。

①
日
曜
日
授
業
参
観
の
実
施
は
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
四
七
条
に
基
づ
く
適
法
な

も
の
で
あ
り
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
家
庭
の
多
い
地
域
性
を
考
慮
す
る
と
き
、
学
校
教
育

上
の
「
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
L

で
、
具
体
的
な
実
施
の
形
態
は
寸
被
告
校
長
の
学

校
管
理
運
営
上
の
裁
量
権
の
範
囲
内
で
あ
る
」
。
②
宗
教
団
体
が
そ
の
宗
教
教
育
活
動

を
す
る
こ
と
は
、
「
憲
法
に
保
障
さ
れ
た
自
由
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
自
体
は
国
民
の
自

由
と
し
て
公
教
育
上
も
尊
重
さ
れ
る
べ
き
」
で
あ
る
が
、
ま
た
、
「
公
教
育
を
し
、
こ

れ
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
も
ま
た
憲
法
が
国
家
及
び
国
民
に
対
し
て
要
請
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
L

。
「
そ
の
結
果
、
公
教
育
が
実
施
さ
れ
る
日
時
と
あ
る
宗
教
教
団
が
信
仰
上

の
集
会
を
行
う
日
時
と
が
重
複
し
、
競
合
す
る
場
合
が
生
じ
る
こ
と
は
、
ひ
と
り
日

曜
日
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
曜
日
に
つ
い
て
も
起
こ
り
う
る
も
の
で
あ
る
」
。
こ

の
よ
う
な
場
合
、
「
宗
教
行
為
に
参
加
す
る
児
童
に
つ
い
て
公
教
育
の
授
業
日
に
出
席

す
る
こ
と
を
免
除
す
る
」
こ
と
は
「
宗
教
上
の
理
由
に
よ
っ
て
個
々
の
児
童
の
授
業

日
に
差
違
を
生
じ
る
こ
と
を
容
認
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
公
教
育
の
宗
教
的
中
立
性

を
保
つ
上
で
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
」
。
し
た
が
っ
て
、
寸
公
教
育
上
の
特
別
の
必

要
性
が
あ
る
授
業
日
の
代
替
え
の
範
囲
内
で
は
、
宗
教
教
団
の
集
会
と
接
触
す
る
こ

と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
法
は
こ
れ
を
合
法
的
根
拠
に
基
づ
く
や
む
を
得
な
い
制
約

と
し
て
容
認
し
て
い
る
」
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
本
件
に
よ
っ
て
被
る
寸
不
利
益
は

原
告
ら
に
お
い
て
受
忍
す
べ
き
範
囲
内
に
あ
る
L

。
③
教
基
法
九
条
一
項
は
、
「
宗
教

的
活
動
の
自
由
に
教
育
に
優
先
す
る
地
位
を
与
え
た
り
、
そ
の
価
値
に
順
序
づ
け
を

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
L

、
「
ま
し
て
、
公
教
育
の
担
当
機
闘
が
、
児
童
の
出

席
の
要
否
を
決
め
る
た
め
に
、
各
宗
教
活
動
の
教
育
上
の
重
要
性
を
判
断
し
て
、
こ

れ
に
価
値
の
順
序
づ
け
を
与
え
、
公
教
育
に
対
す
る
優
先
の
度
合
を
測
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
は
公
教
育
に
要
請
さ
れ
る
宗
教
的
中
立
(
同
法
九
条
二
項
)
に
抵
触
す
る

こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
L

。

(
三
)
子
ど
も
達
の
授
業
を
受
け
る
権
利
の
侵
害
に
つ
い
て
。

本
件
授
業
は
適
法
か
つ
正
規
な
も
の
で
あ
り
、
「
当
該
児
童
に
補
充
事
業
を
し

406-
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
律
上
の
根
拠
は
な
い
」
。

〈
解
説
〉

本
件
は
、
国
家
の
行
為
と
宗
教
教
育
の
権
利
の
対
立
が
、
教
基
法
九
条
解
釈
を
め

ぐ
っ
て
わ
が
国
教
育
裁
判
史
上
は
じ
め
て
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
憲
法
の
政
教
分

離
@
信
教
の
自
由
の
解
釈
が
関
わ
れ
た
ケ

l
ス
で
あ
る
。

信
教
の
自
由
は
、
思
想
・
良
心
の
自
由
と
共
に
精
神
的
自
由
の
核
心
を
な
し
、
欧

米
に
お
い
て
は
苛
烈
な
宗
教
迫
害
の
歴
史
を
通
し
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
戦
前

の
国
家
神
道
体
制
の
人
権
抑
圧
の
反
省
の
も
と
に
う
ち
立
て
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
人

権
の
侵
害
に
関
す
る
違
憲
性
の
審
査
は
行
政
裁
量
の
適
否
判
断
に
優
先
し
、
か
つ
慎

点
重
に
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
親
の
宗
教
教
育
権
を
軸
と
す
る
信

欄
教
の
自
由
と
国
家
の
非
宗
教
的
行
為
の
対
立
は
、
世
俗
社
会
の
成
熟
に
と
も
な
っ
て

恥
頻
発
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
切
一
原
告
は
、
国
家
の
非
宗
教
的
行
為
と
宗
教
的
活
動
と
が
衝
突
す
る
場
合
の
当
該

宗L」育教戦
国
家
行
為
の
違
憲
審
査
基
準
と
し
て
、
①
国
家
行
為
の
目
的
が
正
当
で
あ
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
、
そ
れ
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
信
教
の
自
由
を
侵
害
し
て
ま
で
遂
行
さ

れ
る
べ
き
「
高
度
な
必
要
性
」
が
あ
る
か
否
か
、
②
国
家
行
為
に
よ
る
侵
害
の
性
質

お
よ
び
程
度
一
(

a

)

国
家
行
為
に
従
っ
た
場
合
に
生
じ
る
信
仰
上
の
不
利
益
、

(
b
)

宗
教
上
の
義
務
を
優
先
さ
ぜ
た
場
合
に
生
じ
る
不
利
益
、
③
当
該
宗
教
行
為
が
他
の

一
般
国
民
の
法
益
に
及
ぼ
す
影
響
、
④
同
じ
国
家
行
為
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の

代
替
性
の
有
無
、
の
四
点
を
主
張
し
た
。
こ
の
基
準
の
適
用
は
わ
が
国
の
憲
法
下
に

お
い
て
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
審
査
基
準
が
適
用
可
能
な
範
囲
は
、
他
に

選
択
可
能
な
方
法
@
手
段
が
存
在
し
な
が
ら
、
特
定
の
信
仰
者
の
信
教
の
自
由
を
侵

害
す
る
方
法
。
手
段
を
国
家
が
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
の
宗
教
的
中
立
性

を
侵
す
よ
う
な
事
例
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

公
立
高
等
専
門
学
校
の
生
徒
が
、
信
仰
上
の
理
由
か
ら
剣
道
の
実
技
を
受
講
し
な

か
っ
た
結
果
、
学
則
に
従
い
源
級
留
置
と
さ
れ
た
処
分
は
、
憲
法
二

0
条
、
二
六
条
、

一
四
条
、
お
よ
び
教
基
法
九
条
に
違
反
す
る
と
訴
え
た
抗
告
審
(
大
阪
高
決
平
成
三
@

八
・
二
判
タ
七
六
四
号
二
七
九
頁
)
に
お
い
て
も
、
抗
告
人
は
同
様
の
審
査
基
準
を

提
示
し
た
。
両
判
決
は
、
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、
上
記
審
査
基
準
の
内
容
に
つ
い

て
と
も
に
詳
細
な
検
討
を
行
い
、
両
者
と
も
す
べ
て
の
点
に
お
い
て
国
家
行
為
の
違

憲
性
が
認
め
ら
れ
ず
、
原
告
の
不
利
益
は
受
忍
の
範
囲
と
し
た
。

二
本
件
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
点
は
、
国
の
提
供
す
る
公
教
育
は
宗
教
教
育
と
い

か
な
る
関
係
を
も
つ
か
に
つ
い
て
明
快
な
解
釈
が
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

教
基
法
九
条
一
項
に
は
、
「
出
示
教
に
関
す
る
寛
容
は
:
:
:
教
育
上
こ
れ
を
尊
重
」
す

べ
き
と
さ
れ
て
お
り
、
国
家
の
非
宗
教
的
行
為
と
個
人
の
宗
教
的
行
為
と
が
衝
突
す

る
場
合
、
す
な
わ
ち
違
憲
案
主
基
準
と
、
個
人
の
信
教
の
自
由
と
、
教
育
を
受
け
る

権
利
(
学
習
権
)
の
何
れ
を
と
る
べ
き
か
の
極
め
て
困
難
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

憲
法
二

0
条
の
理
解
に
お
い
て
、
「
宗
教
(
信
仰
)
の
世
界
は
本
質
的
に
国
家
(
権

力
)
か
ら
無
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
(
佐
藤
功
@
日
本
国
憲
法
概
説
)
の
で
あ

る。
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に
も
か
か
わ
ら
ず
、
①
国
家
は
、
人
間
的
生
の
究
極
的
価
値
に
か
か
わ
る
宗
教
を

最
大
限
重
視
す
べ
き
で
あ
る
が
、
②
政
教
分
離
の
原
則
に
よ
っ
て
そ
れ
が
固
ま
れ
て

い
る
以
上
、
③
教
基
法
九
条
に
基
づ
い
て
、
国
家
は
宗
教
教
育
に
対
し
て
、
こ
れ
を

つ
重
視
」
す
る
特
有
の
責
務
を
負
う
、
と
主
張
す
る
が
、
そ
れ
に
は
疑
問
が
残
る
。

国
家
は
宗
教
教
育
を
重
視
す
べ
き
と
す
る
論
も
、
教
育
哲
学
論
義
に
は
な
り
え
て
も

法
学
的
に
は
適
格
を
欠
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
本
判
決
は
、
教
基
法
解
釈
と
し
て

お
お
む
ね
妥
当
で
あ
る
。

三
子
ど
も
の
教
育
は
「
本
来
人
間
の
内
面
的
価
値
に
関
す
る
文
化
的
営
み
」
教

育
行
政
に
よ
る
教
育
へ
の
「
不
当
な
支
配
L

の
禁
止
一
教
育
基
本
法
四
教
師
の
教

育
権
の
保
障
(
教
基
法
一

o
一
項
)
最
高
裁
昭
和
五
一
年
五
月
一
一
一
日
大
法
廷

判
決
(
昭
和
四
三
(
あ
)
大
一
六
一
四
号
建
造
物
侵
入
@
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す



る
法
律
違
憲
被
告
事
件
)
(
刑
集
三

0
巻
六
一
五
頁
)
で
あ
り
、
「
教
育
の
私
事
性
L

は
、
こ
の
営
み
に
か
か
わ
る
親
の
教
育
の
自
由
を
中
核
と
す
る
。
お
や
の
宗
教
教
育

の
自
由
は
そ
の
重
要
な
実
体
を
な
す
。
公
教
育
の
宗
教
的
中
立
性
は
、
特
に
欧
米
に

お
け
る
近
代
公
教
育
制
度
の
形
成
過
程
で
寸
教
育
の
私
事
性
し
を
保
障
す
る
も
の
と

し
て
確
立
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
親
に
と
っ
て
宗
教
教
育
の
自
由
と
国
家
に
よ
る

宗
教
教
育
の
否
定
の
両
側
面
を
含
ん
で
い
る
。
本
判
決
は
、
原
告
の
こ
の
主
張
に
正

面
か
ら
対
応
せ
ず
、
何
等
の
見
解
も
一
不
さ
な
か
っ
た
。
現
行
法
制
度
上
で
も
忌
引
な

ど
の
よ
う
に
、
「
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
数
」
か
ら
控
除
さ
れ
る
教
務
慣
行
が

存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
代
替
授
業
措
置
も
合
理
的
欠
席
に
付
随
す
る
「
学
習
権
L

と
し
て
要
求
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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①
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